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平成３０年（措）第５号      

排 除 措 置 命 令 書 

 

横浜市金沢区福浦三丁目１０番地 

日本発條株式会社 

同代表者 代表取締役 《 氏  名 》 

 

中華人民共和国香港特別行政区 クーロン カントン

ロード３３ チャイナホンコンシティー タワー３ 

ナインスフロア スイートナンバー１５Ｂ－１７ 

ナット・ペリフェラル（ホンコン）・カンパニー・

リミテッド 

同代表者 《 氏  名 》 

 

公正取引委員会は，上記の者らに対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（以下「独占禁止法」という。）第７条第２項の規定に基づき，次のとお

り命令する。 

なお，主文及び理由中の用語のうち，別紙「用語」欄に掲げるものの定義は，別

紙「定義」欄に記載のとおりである。 

 

主    文 

１ 日本発條株式会社（以下「日本発條」という。）及びナ

ット・ペリフェラル（ホンコン）・カンパニー・リミテッ

ド（以下「ＮＡＴ」という。）の２社（以下「日本発條２

社」という。）は，それぞれ，次の事項を，取締役会にお

いて決議しなければならない。 

(1) 我が国のハードディスクドライブ（以下「ＨＤＤ」と

いう。）製造販売業者向けサスペンションについて，遅

くとも平成２５年４月頃以降，日本発條２社及び別表記

載の３社（以下「ＴＤＫ３社」といい，日本発條２社と

併せて「５社」という。）が共同して行っていた，相互
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に協調し，販売価格を維持する旨の合意が消滅している

ことを確認すること。 

(2) 今後，他の事業者（日本発條にあってはＮＡＴを，Ｎ

ＡＴにあっては日本発條を除く。以下同じ。）と共同し

て，我が国のＨＤＤ製造販売業者向けサスペンションの

販売価格を決定せず，自主的に決めること。 

(3) 今後，他の事業者と，我が国のＨＤＤ製造販売業者向

けサスペンションの販売価格に関して情報交換を行わな

いこと。 

２ 日本発條２社は，それぞれ，前項に基づいて採った措置

を，ＴＤＫ３社に通知するとともに，我が国のＨＤＤ製造

販売業者に通知し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなけ

ればならない。これらの通知及び周知徹底の方法について

は，あらかじめ，公正取引委員会の承認を受けなければな

らない。 

３ 日本発條２社は，今後，それぞれ，他の事業者と共同し

て，我が国のＨＤＤ製造販売業者向けサスペンションの販

売価格を決定してはならない。 

４ 日本発條２社は，今後，それぞれ，他の事業者と，我が

国のＨＤＤ製造販売業者向けサスペンションの販売価格に

関する情報交換を行ってはならない。 

５ 日本発條は，サスペンションの販売活動に関する独占禁

止法の遵守について，サスペンションの営業に関わる自社

の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者

による定期的な監査を行うために必要な措置を講じなけれ

ばならない。この措置の内容については，前２項で命じた

措置が遵守されるために十分なものでなければならず，か

つ，あらかじめ，公正取引委員会の承認を受けなければな

らない。 

６ 日本発條は第１項，第２項及び前項に基づいて採った措

置を，ＮＡＴは第１項及び第２項に基づいて採った措置を，
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それぞれ，速やかに公正取引委員会に報告しなければなら

ない。 

 

理    由 

第１ 事実 

１ 関連事実 

(1) 名宛人等の概要  

ア (ｱ) 日本発條は，肩書地に本店を置き，サスペンションの製造販売業を営

む者である。また，子会社が行うサスペンションの製造販売についての

事業方針を定め，当該事業方針に基づき子会社にサスペンションの製造

販売を行わせている。 

(ｲ) ＮＡＴは，日本発條の子会社であり，肩書地に本店を置き，日本発條

が定める事業方針に従って，サスペンションの製造販売業を営む者であ

る。ＮＡＴは，日本発條の指示に基づき，ＨＤＤ製造販売業者に対して

サスペンションを販売している。 

なお，ＮＡＴは，日本発條が８１パーセントを，後記イ (ｲ)のエスエー

イー・マグネティクス（ホンコン）・リミテッド（以下「ＳＡＥ」とい

う。）が１９パーセントを，それぞれ出資することにより設立されたと

ころ，平成２７年４月１０日，日本発條がＳＡＥからＮＡＴの議決権を

譲り受け，ＮＡＴの議決権の全てを保有することとなった。 

イ (ｱ) 名宛人以外の別表記載のＴＤＫ株式会社（以下「ＴＤＫ」という。）

は，「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き，ＨＤＤヘッド事業（自

社の子会社が行うヘッドジンバルアセンブリ（以下「ＨＧＡ」という。）

及びサスペンションの製造販売についての事業方針を定め，当該事業方

針に基づき子会社にＨＧＡ及びサスペンションの製造販売を行わせる事

業をいう。以下同じ。）を営む者である。 

(ｲ) 名宛人以外の別表記載のＳＡＥは，ＴＤＫの子会社であり，「本店の

所在地」欄記載の地に本店を置き，ＴＤＫが定める事業方針に従って，

ＨＧＡ及びサスペンションの製造販売業を営む者である。 

(ｳ) 名宛人以外の別表記載のマグネコンプ・プレシジョン・テクノロジー・

パブリック・カンパニー・リミテッド（以下「ＭＰＴ」という。）は，
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「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き，サスペンションの製造販売

業を営む者である。ＭＰＴは，平成１９年１１月頃，ＴＤＫが議決権の

大部分を取得したことによりＴＤＫの子会社となり，ＴＤＫが定める事

業方針に従って，サスペンションの製造販売を行っている。 

(ｴ) ＴＤＫは，自社の事業部門である磁気ヘッド＆センサビジネスカンパ

ニー（平成２７年３月以前にあってはヘッドビジネスグループをいう。）

においてＨＤＤヘッド事業を営んでいたところ，ＳＡＥ及びＭＰＴの代

表者を，それぞれ，同カンパニーのＨＧＡ部門及びサスペンション部門

の責任者として兼務させていた。 

(2) 我が国のＨＤＤ製造販売業者の概要 

ア 平成２５年４月頃から平成２８年５月頃までの間，我が国のＨＤＤ製造

販売業者は，《ＨＤＤ製造販売業者Ａ》（以下「《製造販売業者Ａ》」と

いう。）のみであった。 

イ 《製造販売業者Ａ》は，自社のＨＤＤに用いるサスペンションの仕様を

定め，サスペンション製造販売業者との間で直接交渉を行って当該サスペ

ンションを調達する際の価格を決定し，ＳＡＥに指示して当該サスペンシ

ョンを当該価格で購入させてＨＧＡを製造させ，当該ＨＧＡを購入してＨ

ＤＤの製造販売を行っていた。 

ウ 《製造販売業者Ａ》は，平成２１年３月以前においては，国外のサスペ

ンション製造販売業者（ＮＡＴ，ＳＡＥ及びＭＰＴ以外の者をいう。以下

同じ。）から自社のＨＤＤに用いるサスペンションの全量を調達していた

が，ＳＡＥからは平成２１年４月頃に，日本発條からは平成２１年１０月

頃に，ＭＰＴからは平成２１年１１月頃に，ＮＡＴからは平成２３年４月

頃に，それぞれ，サスペンションの調達を開始した。 

エ 《製造販売業者Ａ》は，日本発條２社が製造するサスペンションについ

ては日本発條と，ＳＡＥ及びＭＰＴが製造するサスペンションについては

ＭＰＴと，それぞれ交渉し，前記イの価格を決定していた。 

オ 平成２５年４月頃から平成２８年５月頃までの間，《製造販売業者Ａ》

における日本発條２社，ＳＡＥ及びＭＰＴからのサスペンションの調達数

量は，《製造販売業者Ａ》の全調達数量の大部分を占めていた。 

２ 合意の存在等 
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(1)ア ＴＤＫは，かねてから，ＳＡＥが日本発條からサスペンションを購入し，

また，ＳＡＥがＮＡＴに出資していたなど，日本発條と協力関係にあった

ところ，平成１９年８月頃，ＴＤＫがＭＰＴの議決権の取得を計画したこ

とにより，サスペンションの販売分野において日本発條２社と競合するこ

とが見込まれる状況となった。 

イ 日本発條２社及びＴＤＫは，平成１９年８月３１日から平成２１年１月

２８日までの間，営業責任者による会合を複数回にわたり開催し，サスペ

ンションの販売分野において，共同して，国外のサスペンション製造販売

業者に対抗し，日本発條２社とＴＤＫ３社がそれぞれの市場シェア及び利

益を確保するため，相互に協調し，サスペンションの販売価格を維持する

旨の認識を相互に確認した。 

ウ ＴＤＫは，ＳＡＥ及びＭＰＴに対し，前記イの認識を伝達し，サスペン

ションの販売分野において日本発條２社と協調するよう指示した。 

(2) ５社は，前記 (1)イの確認を行った以降，我が国のＨＤＤ製造販売業者向け

サスペンションの販売分野における市場シェアを拡大するために協力する

とともに，ＨＤＤ製造販売業者に対するサスペンションの販売価格，市場シ

ェア等について情報交換を行っていたところ，遅くとも平成２５年４月頃以

降，我が国のＨＤＤ製造販売業者向けのサスペンションについて，日本発條

２社とＴＤＫ３社がそれぞれの市場シェア及び利益を確保するため，相互に

協調し，販売価格を維持する旨を合意していた。 

３ 実施状況 

５社は，前記２ (2)の合意の実効を確保するため，次の行為を行っていた。 

(1) 我が国のＨＤＤ製造販売業者向けのサスペンションについて我が国のＨＤ

Ｄ製造販売業者から見積依頼があった際に提示する見積価格及び販売価格

の確認 

(2) 日本発條２社とＭＰＴ等の間で開催した営業責任者の会合等におけるサス

ペンションの需要見通し，販売価格，国外のＨＤＤ製造販売業者から見積依

頼があった際に提示する見積価格についての情報交換 

(3) 国外のサスペンション製造販売業者による低価格販売への対抗策について

の情報交換 

４ 合意の消滅 
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ＴＤＫ３社は，平成２８年５月６日，課徴金の減免に係る報告及び資料の提

出に関する規則（平成１７年公正取引委員会規則第７号）第１条第１項及び第

６条の２の規定に基づき，共同して，公正取引委員会に対して様式第１号によ

る報告書を提出するとともに，各社のサスペンションの営業責任者等に対して

前記２ (2)の合意を実施しない旨の指示を行い，同日以降，同合意を実施してい

ない。このため，同日以降，同合意は事実上消滅しているものと認められる。 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば，５社は，共同して，我が国のＨＤＤ製造販売業者向けサ

スペンションについて，相互に協調し，販売価格を維持する旨を合意すること

により，公共の利益に反して，我が国におけるサスペンションの販売分野にお

ける競争を実質的に制限していたものであって，この行為は，独占禁止法第２

条第６項に規定する不当な取引制限に該当し，独占禁止法第３条の規定に違反

するものである。 

また，前記の違反行為は既になくなっているが，５社は，いずれも，独占禁

止法第７条第２項第１号に該当する者であり，日本発條２社については，長期

にわたり違反行為を継続していたこと，違反行為が自主的に取りやめられたも

のではないこと等の諸事情を総合的に勘案すれば，特に排除措置を命ずる必要

があると認められる。 

よって，日本発條２社に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき，主

文のとおり命令する。 

平成３０年２月９日 

 

公 正 取 引 委 員 会 

 

委員長 杉  本  和  行 

 

委 員 山  本  和  史 

 

委 員  三  村  晶  子 

 

委 員 青  木  玲  子 



７ 

 

 

委 員 小  島  吉  晴 

 

注釈 《 》部分は，公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をし

たものである。



 

 

別紙 

 

番号 用語 定義 

１ 
ハードディスク

ドライブ 

磁性面を持つ「メディア」と呼ばれる円盤を高速回転

させ，磁気ヘッド（情報を読み書きする部品をいう。以

下同じ。）によって磁気的にデータをメディアに書き込

む又はメディアからデータを読み取る記録装置 

２ サスペンション 磁気ヘッドを支える精密板ばね 

３ 
ヘッドジンバル

アセンブリ 
磁気ヘッドとサスペンションを組み合わせた部品 

 



 

 

別表 名宛人以外の事業者 

番号 事業者 本店の所在地 

１ ＴＤＫ株式会社 東京都港区芝浦三丁目９番１号 

２ 
エスエーイー・マグネティクス

（ホンコン）・リミテッド 

中華人民共和国香港特別行政区 シャー

ティン ホンコンサイエンスパーク サ

イエンスパークイーストアべニュー６ 

エスエーイーテクノロジーセンター 

３ 

マグネコンプ・プレシジョン・

テクノロジー・パブリック・カ

ンパニー・リミテッド 

タイ王国 アユタヤ ワンノーイアンプ

ー ラムサイタムボン パホンヨーティ

ンロード ムー５ １６２ 

 


